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1議 事

令和 7年度 雀宮中学校PTA定期総会

令和 7年 4月 24日 (木 )

令和 6年度 事業報告

令和 6年度 収支決算報告及び会計監査報告

令和 7年度 事業計画案

令和 7年度 収支予算案

令和 6年度 慶弔費・特別会計 。PTA事務業務委託費・周年事業費決算報告及び会計監査報告

令和 6年度 文化スポーツ後援会収支決算報告及び会計監査報告

令和 7年度 文化スポーツ後援会収支予算案

令和 6年度 手をつなぐ親の会収支決算報告及び会計監査報告

令和 7年度 手をつなぐ親の会収支予算案

雀宮中学校PTA会則・雀官中学校PTA個人情報取扱規程について

令和 7年度 役員選出

第 1号議案

第 2号議案

第 3号議案

第 4号議案

第 5号議案

第 6号議案

第 7号議案

第 8号議案

第 9号議案

第 10号議案

第 11号議案



○ 学年部

令和6年度  PTA各都事業報告

○ 広報部

6月 21日

7月 ～2月

7月 25日

卒業準備委員会発足 (3学年のみ)

各学年・保護者会時の受付

講演会運営及び準備

(講演者)宇都宮市教育委員会事務局 (学校教育課)

生徒地域貢献活動の引率協力 (3学年)

1月 機関紙 (文字瓦)発行

(企画・編集・校正)

生徒地域貢献活動の引率協力 (新川清掃 )

生徒地域貢献活動の引率協力 (新川清掃 )

「ヨガ」講習会

雀宮地区福祉まつり。準備片付け

ちゅんちゅんウォーク協力
「クリスマスリース作り」講習会

雀宮地区文化祭。収穫祭の準備片付け

花の苗植え作業 (3学年 )

花壇整備。校内清掃 (全学年 )

校内外落葉清掃 (1学年 )

花壇整備・花の苗植え作業(2学年 )

5月 18日

11月 30日

9月 14日

○ 保健体育部

5月 23日

○ 研修部

○ 環境部

7月 1日

10月 5～ 6日

11月 3日

11月 27日

11月 29日 ～

12月 1日

○ 生活指導部

6月 9日

11月 24日

12月 2日

5月 29日

8月 6日

9月 18日

10月 25日

12月 18日

体育祭協力 (校内・外巡視 )

体育祭協力 (駐車場・駐輪場係・受付)

市P連ソフトボール大会参力日協力

市P連バレーボール大会参加協力

下校指導

雀宮地区納涼盆踊り大会の巡視

下校指導 (中止)

文化祭協力 (駐車場・駐輪場。受付)

下校指導

6月 8日

9月 28日

■月9日

2月 22日



令和 6年度

PTA執行部会・理事会 。活動報告

行事

PTA入 会式

PTA総 会

PTA執 行部会 (第 1回 )

全体専門部会

PTA理事会 (第 1回 )

PTA執 行都会 (第 2回 )

PTA執行部会 (第 3回 )

PTA理 事会 (第 2回 )

PTA執 行部会 (第 4回 )

PTA理 事会 (第 3回 )

PTA執 行部会 (第 5回 )

PTA理 事会 (第 4回 )

PTA会 計監査

曜 日

火

金

木

金

火

木

木

木

木

木

木

木

木

日程

4月   9日

4月  26日

5月   9日

5月  10日

5月  14日

7月   4日

9月  19日

9月  26日

■ 月  14日

11 月    21 日

2月   6日

2月  13日

3月  27日



令和6年度 宇都宮市立雀宮中学校PTA一般会計決算書

1収入の部

2支出の部

3次年度繰越金

3.165,254 円

1.911,455 円

1,253,799 円

収入の部

支出の部

△ 滋

△ 減

備  考

保護者 6464人 X280円 =1,781,920

職 員 492人 X280口 =137,760

決算額

1,919,68C

1,245,571

C

3.185,254

補正予算類

0

0

0

0

当初予算額

1,814,400

1245,574

0

3,059,974

項  目

1会 費

2繰越金

3その他

合  計

備  考

離口緑
「文字夏」

ヨユロ代

ユニフォームクリーニ
ング 者4■他

花首等

3学年活動費

所 A語艶保険代

嶺立金

(A)

(B)

接待費他

学校行事補助

進路指導補助

生健活珀に伴う経費

数室・花垣重億他

tC)

(AXBЖ C)

残  高

285.052

10,000

275,052

SG,44コ

56,44コ

13や 1ヽ

10,0(XI

3,011

43,62(

43.620

56281

58281

0

0

753.55G

117,7Sg

7,136

14干79

12.0田

13,000

18,S24

52,53個

277.194

277,194

1,148.51C

決 算 額

2■948

0

24,943

208,55g

2乱.553

2S,989

0

26,989

11,380

11,380

293,719

293,719

100,000

100,000

,ヽ186.444

692.231

192,861

35,521

18,000

17.000

181お7G

247,47G

32,7削

32,780

1,91l FSS

補正予算額

0

C

0

0

0

0

0

0

8

0

当初予算顕

310,000

10,000

300,000

260,000

260,000

40.000

10,000

30,000

60,000

60,000

3配.000

850,000

100.0(兇

1∞,00C

1,940.000

310,000

200,000

50,000

30,000

30,000

2咀000

300,000

309,974

309,971

3,059,974

内  容

1広報費

2機因紙費

1保健体育費

¬ 環境費

2環境整備費

1学年棄

l PT馬 駒援助費

1属年事業長穣立

1学校行事費

2会議費

3進路指導費

4研修妻

5生徒活動援助】

6環境整備費

1予構費

項  目

5広報費

6保健体育費

7環境費

B学年費

9 鰤A活動援助貴

10周年手宗費嶺立

小  計

,1学校技有着菌貴

12予構費

合  計

備  考

四HⅢ切手ハガ■代
aA重待とこ費

用紙・インク代他

市P連等分担全

渉外関係

研修会等旅費

総会資料印刷

役員会議費等

議師代他

活動費

残  高

207,925

50,CЮ 0

18,657

24,768

28コЮ0

33.900

33.000

19,600

37理0

1.660

23.620

9,940

39即

39,000

10,000

10〔だЮ

決 算 額

472,075

0

101,343

175232

142.000

38,100

17′000

400

12,780

8.340

4,380

60

41,000

41,000

0

0

補正予算額

0

0

0

0

当初予算額

6n.000

■ 0(Xl

120,000

2砒000

17α000

70,000

50m

20,000

50即

10,000

30,側 0

10,000

80,000

80,000

10(過0

10,000

内 容

1管品費

2通信役務受

3消耗品費

4負担金

S渉外資

6旅費補助費

7経 費

1総会費

2役員会費

3難  費

1研修費

1生活指毒費

項 目

1総務費

2会議費

3研修費

4生活指導喪
上記収支決算春について厳五なる監査の結果、経載のとおり相連ないことを認めます。

令和7年3月 27日       会計監査 久 慈

山 崎



令和7年度 PTA各部事業計画 (案 )

○ 学年部
・ 体育祭協力 (校内・外巡視)

。体育祭協力 (駐車場・駐輪場係・受付)

。生徒地域貢献活動の引率協力

・ 卒業準備委員会 (3年生のみ)

○ 保健体育部
・ 市P連球技大会参加協力

○ 生活指導部
・ 文化祭協力 (駐車場。駐輪場係。受付)

・ 雀官地区納涼盆踊り大会の巡視
。下校指導

○ 広報部
・ 機関紙「文字瓦」の企画・編集・校正
。生徒地域貢献活動の引率協力

・ 専門部活動時の写真撮影

○ 研修部
。 (主催)講演会運営及び準備

・ 雀宮地区健康・福祉まつり(準備・片付け)

。雀宮地域文化祭・収穫祭 (準備・片付け)

○ 環境部
・ 校内外の環境美化整備

◎ 各部共通事業
・ 県P連・市P連研修、講演会の参加協力



令和7年度 宇都宮市立雀宮中学校PTA一般会計予算 (案 )

1収入の部   2,967,399円

2支出の部   2,967,399円

3残  高      0用

収入の部
△ 減

支出の部
△ 減

△ 減

備  考

510人 X12カ 月 X280円

比較増減

△ 100,800

8.225

△ 92,575

前年度予算額

1,814,4CЮ

1,45,574

3,059,974

本年度予算額

1.713.600

1,253,799

2,967,399

項  目

1会 貴

2繰越金

3繰越金

4その他

合  計 (lⅢ2+3■ )

織  考

医程胚:ヌ 子H」即廟

球技大会等補助

環境整備費

学年活動費

PTA活 動保険代他

(A)

(B)

学校行事補助

行事接待貴

進路指導補助

研修補助

生徒活動補助

技内・按庭妻備等

(Cl

(Alく BXC)

比較増減

△ 110,000

△ 110,000

△ 80,000

△ 80.0∞

△ 5,00〔 l

△ 5,000

△ 20,000

△ 20.000

0

0

0

0

△ 255,000

0

50,000

0

0

0

0

△ 50,000

162,425

162,425

△ 92,575

前年度予算額

310,CЮЮ

10,CЮ0

900,000

260,000

260,000

40,000

10,∞ 0

30,(XX〕

60,000

60即

350,000

350,lX10

1∞,000

1∞即

1,940,000

810,000

200,000

50,000

30,000

30,000

200嗣

300,000

309,974

309,974

3,059,974

本年度予算額

2∞ 1000

20(〕 ,000

180,0〔 10

180,000

35硼

35即

40田

40.000

350,0∞

350,000

1∞,000

100,000

1.685m

81α000

250,000

50,000

■ 000

3α000

2∞ ,Oα l

250,000

472,399

472399

2,967.399

内 容

広報費計

1 広報費

保健体育費計

刊 保健体育費

環境費計

1環境費

学年費計

1学年費

阿 A活贈猥助費封

珂PTA活動援助費

周年事楽貴頼立討

1周年事楽責種立

小  計 (1～ 10)

学技牧育活白費討

1学校行事費

2会議費

3進路指導費

4研修費

5 生徒君箋録助費

6環境整備費

予情費計

1予儲費

合  =:(1ヽ 氏 1ヽ1+12)

項  目

5広報費

6保健体育費

7環境資

8学年費

9 PTA活動援助費

iO周年事泉翼嶺立

11学校教育活動費

12予備費

備  考

億品代

研月に・切手ハガキ代

用紙・インク代他

市P連等分担金

渉外関係

旅費補助

総会資科印刷

役員会議費他

研修会他

生活指導貴他

比較増減

△ 20,000

0

△ 20,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

△ 20FЮЮ

△ 20■ЮЮ

0

0

前年度予算額

68αO∞

50,0  (10

120m

200仰

170,000

70(門0

■∞0

20,000

5  (l,000

10,000

30,000

10,000

80,000

4000
10下ЮЮ

10,000

本年度予算額

660,000

50,000

1∞,000

200,000

170,000

70.000

50.000

20,000

砒 (X)0

10,000

30,000

10,000

60,000

6α000

10,000

10,CЮ0

内 容

総務費計

1皓品費

2通信費

3消耗品費

4負担金

5渉外費

6旅費補助費

7経費

会議費計

1総会費

2役員会費

3雑費

研修費計

1研修費

生活指導費計

1生活指導費

項  目

1総務費

2会議費

3研修受

4生活指導費



令和6年度宇都宮市立雀宮中学校PTA

慶弔費決算書

令和6年度 宇都宮市立雀宮中学校PTA

(スポ文 )特別会計決算書

1 収 入                                 9,668:404 円1収 入

内 訳 '保護者入金
・職員入金
・繰越金

(6.364人 X10Fl)

(492人 X10日 )

3,184,558 円

63,640円
4,920円

3,115,998円

45,900円
15,000円
25,000円
1,338円

内 訳 H保護者入金
・宇選派補助
・繰越金

(6.364X130円 ) 827,320円
116,460円

8,724,624円

2支 出

内 訳・離任式での花東 (14件 )

口香料     (3件 )

・結婚祝金   (5件 )

・多当他

87,238 円 2支 出                      878,138円

内 訳・関東大会出場祝い金(2件 )

・関東大会出場 (水泳)補助
・関東大会出場 (陸上部)補助
・関東大会出場 (男子駅伝)補助
・関東大会出場 (パドミントン部)補助
・全国大会出場 (陸上部)補助
“全国大会出場 (スキー)補助
・関東・全国大会出場横断幕 (5件 )

10,000円
7,000円

611200円
402,790円
126,012円
71,855円
89,281 円
110,000円

3 残 高                                3,097,320 円 3 残 高                                 8,790,266 円

上記収支決算書について、厳正なる監査の結果、記載のとおり相違ないことを認めます。

令和7年 3月 27日   会計監査  久 慈 奈緒楽聾卦

山 崎 貴美十til,

上記収支決算書について、厳正なる監査の結果、記載のとおり相違ないことを認めます。

令和7年3月 27日   会計監査   久 慈 奈緒美蓮多
|

山崎貴美代
tiと,



令和6年度宇都宮市立雀宮中学校PTA

PTA事務業務委託費決算暮

令和6年度宇都宮市立雀宮中学校PTA

雀宮中 周年事業費決算喜

1収 入

内 訳・保護者入金
・職員入金
日繰越金

(6,364人 X200日 )

(480人 X200日 )

2,591,589 円 1収 入 1,327,413 円

100,000円
1,227,413 円

0円

1,327,413 円

2支 出

内 訳・報 酬

令和7年3月 27日   会計監査

1,272,300円
96,000円

1,222,789 円

1,285,900 円 2支 出

1,285,900円

1,305,689 円 3残 高

内 訳・一般会計より入金
い繰越金

令和7年 3月 27日   会計監査

3残 高

上記収支決算書について、厳正なる監査の結果、記載のとおり相違ないことを認めます。 上記収支決算書について厳正なる監査の結果、記載のとおり相進ないことを認めます。

久 慈奈緒業盗射

山崎貴美Ⅲe

奈緒美雲勢
貴美ヽ ,1

久 慈

山 崎



令和 6年度宇都宮市立雀富中学校

文化スポーツ後援会決算書

H 収入の部………………………………………‐―――

2 支出の部―_―__― 一――一 ――……――――――――――――――――――……

令和 7年 3月 27日 会計監査  久 慈

2,434,036円

1,906,322円

527,714円

令和 7年度宇都宮市立雀宮中学校

文化スポーツ後援会予算書 (案 )

1 収入の部

2 支出の部

3残  高

収入の部 [内訳]

支出の部 [内訳]

※ 本年度活動費予算算出方法→①基本予算+②人数予算=本年度予算額

① 各部同額基本予算(90,Ol〕Cl円 )

② 人数予算(30名 以上で+10,000円 、40名 以上で+15000円 )

※ 特別活動費予算は、高額の消耗品及び備品が購入できるように設けた予算です。

2,486,114円

2,486,114円

0円

△減

3 次年度繰越金

収入の部 [内訳] △減

支出の部 [内訳]

差引残高                          527,714円

上記収支決算報告について、厳正なる監査の結果記載のとおり相違ないことを認めます。

雑毯)

貴美代
CⅢ

比 較 増 減

△ 37,120円

0円

△ 37,120 円

決 算 額

2,036,480円

俗 含64xの YR,0ヽ

397.556円

2,434,036円

予 算 額

2,073,600円

`540xの
¥Rク Ox12】

397,556円

2,471,156円

項    目

会   費

繰 越 金

合   計

比 較 増 減

△ 115,200 円

130,158円

14,958円

前 年 度 予 算 額

2,073,600円

(540xの 影320x12)

397,556円

2,471,156円

本 年 度 予 算 額

1,958,400円

`510×

の¥320X12)

527,714円

2,486,114円

項    目

会   費

繰 越 金

合   計

比 較 増 減

△ 962円

△ 3,400円

△ 168,966円

△ 350円

△ 391,156円

△ 564,334円

決 算 額

49,038円

26,600円

1,631,034円

199,650円

0円

1,906,322 円

予 算 額

50,000円

30,000円

1,800,000円

200,000円

391,156円

2,471,156円

項   目

事 務 費

各種分担金

活 動 費

特別活動費

予 備 費

合    計

比 較 増 減

0円

0円

0円

0円

14,958円

14,958円

前 年 度 予 算 額

50,000円

30,000円

1,800,000円

200,000円

391,156円

2,471,156円

本 年 度 予 算 額

50,000円

30,000円

1,800,000円

200,000 円

406,114 円

2,486,114 円

項    目

事 務 費

各種分担金

活 動 費

特別活動費

予 備 費

合   計

山 崎



令和6年度宇都宮市立雀宮中学校

手をつなぐ親の会会計収支決算書

内訳 ・会費(800円 ×47口 )

。繰越金

令和7年度宇都宮市立雀宮中学校

手をつなぐ親の会会計収支予算書(案 )

1   収入

2  支出

円

円

・円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

1   収入

2   支出

内訳 ・会費(300円 ×50口 )

・繰越金

内訳 ・栃特連分担金

・卒業記念品

・教材費,作業実習費

!予備費

内訳

3  残金

上記収支決算書について、厳正なる監査の結果、記載のとおり相違ないことを認めます。

・栃特連分担金

・卒業生記念品

・教材費、実習費

1;700

3,636

7,214

1,700

5,000

10,000

3  残金 0円

令和7年3月 27日 合露奮望ヽξぞj会計監査



雀 宮 中学 校 PTA会 則 (案)

第1章 名称及び事務局

第 1条 本会は宇都宮市立雀宮中学校PTAと いい、事務局を同雀宮中学校に置く。

第2章 目的及び活動

第 2条 本会は保護者と教師が協力して、家庭と学校と社会における生徒の幸福な成長を目的と

する。

第 3条 本会は前条の目的をとげるために次の活動をする。

1 良い保護者、良い教師になるよう努める。

2 家庭と学校との緊密な連絡を保つ。

3 生徒の生活環境を良くすること。

4 健康の増進と体力の増強に努める。

5 国際理解に努める。

6 その他本会の目的達成に必要な活動をする。

第 3章 方  針

第 4条 本会は教育を本旨とする民主団体として、次の方針に従つて活動する。

1 生徒の教育ならびに福祉のために活動する他の団体及び機関と協力する。

2 特定の政党や宗教にかたよることなく、また営利を目的とするような行為は行わない。

3 本会または本会の役員名で公私の選挙候補者を推薦しない。

4 学校の人事その他管理には干渉しない。

第 4章  会  員

第 5条

第 6章 役員及び理事

本会の役員は次の通りにする。

会長 1名・副会長 (Tl名含む)及び事務局若干名

役員及び会計監査 (以下「役員等」という)の選出は、第 15章選考委員会規程に基づく。

役員等の任期は 1年とする。ただし再任を妨げない。

役員はその職に当たることが連続して 5年を越えてはいけない。

役員の職務は次の通りとする。

1 会長は本会を代表して会務を行 う。

2 副会長は会長を補佐し、会長に事故がある時は、その職務を代行する。

3 事務局は、本会の活動に関する重要事項を記録し、予算に基づいて一切の会計事務等を

処理する。

本会の理事は次の通りとする。

1 部長・副部長

理事の任期は 1年とする。ただし、再任を妨げない。

理事はその職にあたることが連続して 5年を越えてはならない。

理事の職務は次の通りとする。

1 理事は理事会及び所属する部会に出席して会務の運営に当たる。

2 部長は部会の議長となり所管事務の運営に当たる。

3 副部長は部長を補佐し、部長に事故がある時は、その職務を代行する。

第 7章  会計監査

本会の経理を監査するために 2名 の会計監査を置く。

会計監査は総会において承認を得る。

会計監査の任期は 1年 とする。ただし再任を妨げない。

第 13条

第 14条

第 15条

第 16条

第 17条

第 18条

第 19条

第 20条

第 21条

第 22条

第 6条

第 7条

第 8条

本会の会員は次の通りである。

1 雀宮中学校に在籍する生徒の保護者またはこれに代わるもの。

2 雀宮中学校の職員。

3 本会の主旨に賛同し理事会の承認を得たもの。

本会の会員は会費を納めるものとする。

本会の会員はすべて平等の義務と権利を有する。

校長は役員になることは出来ないが、すべて会議に出席して意見を述べることができる。

第 5章 経  理

本会の活動に関する経費は会費、寄付金及びその他の収入によつて支弁する。

本会経理は総会において議決された予算に基づいて行 う。

本会の決算は会計監査を経て、総会に報告され、承認を得なければならない。

本会の会計年度は毎年 4月 1日 から始まり翌年 3月 31日 に終わる。

第 8章  顧  問

第 23条 本会は顧問を参与としておくことが出来る。顧問を理事会において推薦をし、参与は

会長が会員及び賛助会員の内から選出し会長がこれを委嘱する。

第 9章  総  会

条 総会は全会員をもつて構成され、本会の最高決議機関である。

条 総会は定期総会と臨時総会とする。

条 総会は、会員現在数 3分の 1(委任状も含む)以上出席をもつて成立する。

条 議事は出席者の過半数で議決する。ただし委任状による代理出席は認めるが、

ないものとする。

第

第

第

第

４

５

６

７

第 9条

第 10条

第 11条

第 12条

議決権は



第 28条

第 29条

第 30条

第 31条

第 10章  理 事 会

理事会は本会の役員及び理事をもつて構成され、総会において決議された方針に従い、

次の総会に至るまでの諸事項について決議・執行し、総会に対しての責任を持つ。

理事会は会長が必要と認めたとき招集する。

理事会は役員及び理事の 3分の 1(委任状も含む)以上出席しなければ、その会議を

開き、議決することはできない 。

理事会の議事は出席者の過半数で決する。

第 ■ 章  部   会

部会は部会所属の委員をもつて構成され、総会において決定された事項について審議し、

執行する。

部会は部長が必要と認めたときこれを招集する。

部会は部員の 3分の 1以上出席しなければこれを開くことはできない。

但し、他の部員に委任するものは委任状を提出する。

部会の議事は出席者の過半数で決する。

第 15章  選考委員会規程

選考委員会は、会長の指示により発足する。

選考委員会は、本会の会長・副会長・役員及び会計監査候補者を総会前までに選出する。

選考委員会の委員は、各事業部長・副部長 1名 で構成する。ただし、学年部は副部長 2名 と

する。

候補者は、P会員の中から、推薦を基本として選出する。

候補者は、本人の同意をもつて決定し、委員長が総会において承認を得る。

選考委員会は、その任務が終了したときに解散する。

第

第

第

　

第

第

第

附則

40条

41条

42条

43条

44条

45条

第 32条

第 38条

第 34条

第 16章  改   正

第 46条 本会則は総会において、出席者 3分の 2以上の賛成がなければ改正することができない。

第 35条

第 12章  部の組織

第 36条 本会第 2章の活動を行 うため次の部をおく。

(原則として会員は、いずれかの部に属する。)

1 研 修 部  会員の研修に関すること。

2 生活指導都  生徒の生活指導に関すること。

3 広 報 部  活動状況の広報宣伝に関すること。

4 保健体育都  保健体育の振興に関すること。

5 環 境 部  生徒の教育環境に関すること。

6 学 年 都  各学年の活動に関すること。

第 13章  職   員

第 37条 本会に職員若干名をおくことができる。職員の任免・給与の分限及び執務に関して必要

な事項は理事会の議決を経て会長が定める。

第 14章  慶弔規程及び細則

38条 慶弔規程については別に定める。

39条 本会の運営に関して必要な細則は、この会則に反しない限りにおいて、理事会の議決を

経て定める。

本会則は昭和 36年
昭和40年  7月  3
昭和41年  5月 14
昭和44年  5月 10
昭和45年  5月 23
昭不日47年  5月 20
昭和49年  5月 25
昭不日53年  4月 28
昭和 57年  4月 24
平成 3年  4月 26
平成 10年 5月  1
平成 15年 5月  2
平成 16年 4月 30
平成 24年  5月  1
平成 26年  4月 28
平成 27年 4月 24
令和 5年  4月 28
令和 6年  4月 26

4月  1日 から施行する。

日 会則改正

日 会則改正

日 会則改正

日 会則改正

日 会則改正

日 会則改正

日 会則改正

日 会則改正

日 会則改正

日 会則改正

日 会則改正

日 会則改正

日 会則改正

日 会則改正

日 会則改正

日 一部改正

日 一部改正

第

第



雀宮中学校PTA慶弔規程 (案 )

第 1条 名称及び 目的

この規程は雀宮中学校PTA慶弔規程と称し、会員並びに教職員の慶弔について規定するもの

とする。

第 2条 適用者

この規程の適用は、次に該当するものに限る。

1 本会の会員

2 雀宮中学校に勤務する教職員

第 3条 適用範囲

この規程の慶弔の範囲を次の通りに定める。

1 慶事の場合

イ 教職員転任・退任の場合、ならびに結婚・出産の場合。

口 本会の会員並びに教職員が表彰 (知事以上)ま たは叙位・勲章等の場合。

2 弔事の場合

イ 本会の会員死亡の場合 (配偶者・生徒を含む)

口 本会教職員の死亡の場合 (配偶者を含む)

3 災害事故

イ 本校職員にて病気 (負傷)のため二週間以上にわたり病床にある場合。

口 本会の会員及び教職員が不慮の火災 (地震による火災を除く)を被った場合。

第 4条 適用細目は次の通りとする。

第 5条

第 6条

第 7条

見舞・祝・香料の返礼を受けないことを原則とする。

本会の規程運営のため会費月額 10円 を積み立て別途会計とする。

本会は次の帳簿を常備するものとする。

1 会計簿

2 実施記録簿

第 8条 本会の会計年度はPTA会計と同じくPTA監査を受けるものとする。

第 9条 本規程以外の事項については会長・副会長がこれを処理し理事会に報告する。

第 10条 本規程に定めのない支出については、本会の目的に反しない限り、理事会の議決を経た

のち、支出することができる。

第 11条 本規定の変更については、PTA会則第 14章に従い、理事会の議決を経て定める。

第 12条 本規程は昭和 51年

本規程は昭和 53年

本規程は昭和 57年

本規程は平成 8年
本規程は平成 12年

本規程は平成 13年

本規程は平成 23年

本規程は平成 27年

本規程は平成 28年

本規程は令和 5年
本規程は令和 6年

5月 15日 からこれを適用する。

4月 28日 からこれを適用する。

4月 24日 からこれを適用する。

4月 30日 からこれを適用する。

5月  1日 からこれを適用する。

5月  2日 からこれを適用する。

5月  2日 からこれを適用する。

4月 24日 からこれを適用する。

4月 22日 からこれを適用する。

4月 28日 からこれを適用する。

4月 26日 からこれを適用する。

適 用 細 目

花東(離任対 3,000円程度

祝い金 として  5,000円

祝い金 として  5,000円

記念品料として 5,000円

花環一基 。香料 10,000円

花環一基・香料 10,000円

花環一基・香料 5,000円

香料 5,000円

見舞金 5,000円

適 用 範 囲

1 教職員退任・転任の場合

結婚の場合

出産の場合

2 表彰及び叙位叙勲の場合

1 会員死亡の場合 (配偶者・生徒含む)

2 本校職員死亡の場合

配偶者

一親等以内の死亡

1 教職員二週間以上の病気 (負傷)見舞

2 不慮の火災 (地震による火災を除く)を被

つた場合

慶 の

場合

弔 の

場合

災害

事故



宇都宮市立雀宮中学校WA事 務等に係る業務委託費規程

第1条

本規程は、宇都官市立雀宮中学校PTA事務等に係る業務委託費と称する。

第2条

本会計は、PTA事務等の委託費用等に適用する。

第3条

HA会員は、本会計に会費として月額200円 を納入するものとする。

第4条

本会計に、会計不足が生じた場合は理事会に計り、承認を得て臨時に徴収することができる。
但し、その額は50円 を超えないものとする。

第5条

本会計の会計年度は、4月 1日 に始まり、翌年3月 31日 までとし、会長はその内容を総会において

報告し、承認を得なければならない。

第6条

1受託者に対する業務委託費用の支給について、別途業務委託契約により定める。
2年間の業務委託額は、理事会の承認を経て決定する。

第7条

業務委託契約期間は1年とする。但し更新を妨げない。更新に当たつては、会長の推薦に基づき
理事会の承認を得るものとする。

第8条

本規程を改定する必要が生じた場合、PTA会長は理事会の承認を得て決定する。

第9条

本規程は昭和53年
平成 9年

平成13年

平成26年

令和 3年

令和 6年

4月 28日 から施行する。
4月 1日規程改正

4月 28日 規程改正

3月 31日 規程改正

4月 28日 規程改正

4月 26日 規程一部改正



宇都宮市立雀宮中学校文化・スポーツ後援会会則 (案 )

第 1章  名称及 び 目的

第 1条 本会は宇都宮市立雀宮中学校文化・スポーツ後援会といい、事務所を宇都宮市立雀宮中学校

とこおく。

第 2条 本会は宇都宮市立雀宮中学校文化・スポーツの活動を後援して文化体育の振興を計り、健全

な青少年の育成に寄与することを目的とする。

第 3条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行 う。

1 文化並びに体育活動の援助

2 顕著な活動をした団員の表彰

3 その他本会の目的のために必要な事業。

第 2章  会 員

第 4条 本会の会員は次のものとする。

1宇都宮市立雀宮中学校在校生の保護者

2本校通学地域に在住し、本会の主旨に賛同するもの。

第 3章  役 員

第 5条 本会に次の役員をおく。

1 会長 1名

2 副会長若千名

第 6条 本会に顧間を置くことができる。

1 顧問は会長が委嘱する。

第 7条 各役員の役割は以下のとおりとする。なお、会計監査はPTA会則に定める会計監査が、会計

書記はPTA事務局が兼務する。

1 会長は会務を総括し、本会を代表する。

2 副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はその職を代行する。

3 会計監査は会計を監査し、その結果を総会に報告する。

4 会計は本会の会計事務を掌る。

5 書記は議事録を整理保管すると共に庶務にあたる。

第 4章  会 議

第 9条 本会の会議は総会及び役員会とし、会長が沼集する。なお、会長は、役員会において必要

に応じて関係者を招集することができる。

第 10条 総会は年 1回開催して予算決算、役員の選出を行 う。役員は必要に応じて会長が石集する。

1 総会は会員の過半数の出欠をもつて成立する。

2 役員会は役員の過半数を持って成立する。

第 5章  会計および備え付け表簿

第 11条 本会の経費は次の収入による。

1 会費は月額450円 とする。但し、会費うち130円は関東・全国大会遠征助成金と

して「関東・全国大会遠征助成金特別会計」に振り替える。

関東・全国大会遠征助成金は本校内で活動している部、また中体連・中文連所属の部

に限る。それ以外の部はお祝い金とする。但し、金額はその都度協議のうえ決定する。

2 寄付金

3 その他の収入

第 12条

第 13条

本会の会計年度は、毎年4月 1日 に始まり翌年 3月 31日 に終わる。

本会に次の表簿をおく。

1 会則

2 会計関係書類

附 則 会則の変更は総会において出席者の 3分の 2以上の賛成がなければ出来ない。

本会則は昭和47年  4月 26日 から施行する。

昭和 55年  4月 26日 会則改正 (会の名称及び関連条文)

昭和 58年  4月 28日 会則改正 (第 5章第 11条の 1)

平成 2年  9月 25日 会則改正 (第 5章第 ■ 条の 1)

平成 3年  4月 26日名称変更

平成 19年 4月 27日 会則改正 (第 5章第 ■ 条の 1)

平成 23年  5月  2日 会則改正 (第 5章第 ■ 条の 1)

平成 26年  4月 28日 会則改正 (第 1章第 5条 )

平成 27年 4月 24日 会則改正 (第 3章第 5条 。第 4章第 9条・第 5章第 ■ 条)

平成 29年  4月 21日 会則改正 (第 5章第 ■ 条の 1)

令和 3年  4月 28日 会則改正 (第 5章第 11条の 1)

令和 5年  4月 28日 一部改正 (第 3章第 7条・第 4章第 9条 )第 8条 本会の役員は「雀宮中学校 PTA」 の役員がそれぞれの職責を兼任する。
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宇都宮市立雀宮中学校関東・全国大会等遠征助成金特別会計規程 (案 )

第 1章  目 的

第 1条 中学校体育連盟 (以下 「中体連」という)、 および中学校文化連盟 (以下「中文連」という)

主催の大会等で関東大会および全国大会に出場した場合、交通費・宿泊費・参加費等の経費

を関東・全国大会等遠征助成金 (以下 「本助成金」という)と して支出する。

第 2章  基 金

遠征経費の助成にあたつては、基金として以下の資金を充てる。

文化・スポーツ後援会費からの本助成金会計への振替分

賛助金・祝い金等として受けた寄付金等

第 3章  使 途

本助成金の支出にあたつては、以下のとおりの資金使途とする。

関東 。全国大会に参加するための必要経費

上記に準ずる大会に参加するための必要経費

第 4章  会    計

第 4条 選手派遣の会計は、文化・スポーン後援会会計 (学校担当者)が担当し、会計監査は同後援

会の監事が担当する。

第 5章  支出等の内容

第 5条 遠征助成の対象となる以下の大会に対して、派遣に係る経費を助成する。

(1) 中体連・中文連主催の大会

ア 選手 (エ ントリー数)

(ア )大会参加費

大会主催者が請求する大会費を支出する。

ただし、プログラム代は、顧問分を含め 2部までとする。

(イ )交通費

・ JR雀宮駅から大会開催地までの交通費とする。

原則、1 0 0kmを 超えるところは、必要に応じて特急料金を支出するか、北海道及び近畿

以西は航空料金を適用できる。

・貸切バスを利用する場合は、実費または」Rを利用した場合と同額を上限として支出する。

・最寄駅から大会開催地までの JR以外の交通費を支出する。ただし、タクシー代金は必ず

領収書を添付することとする。

(夕 )宿泊費

・大会事務局が斡旋する旅館・ホテルの宿泊費の同額を支出する。
。大会からの施設指定がない場合は、原則、一人 1泊 10,000円 を上限として支出する。

・学校到着が 19時を過ぎる場合には、生徒の安全を考慮して、後泊分についても同額を

支出する。

(工 )食事代

・宿泊が夕・朝と2食付の場合は、昼食代として上限 1,000円 を支出する。

(オ)その他

・大会に出場するうえで必要な練習パー トナー等は、本規程の選手と同様の取扱いとする。

練習パー トナーとは、バ ドミントン。卓球・父1道等個人出場における練習パー トナーとす

る。

引率者 (実際に引率する教員)

(ア )交通費

・会費からの支出は行わない

(イ )宿泊費

・会費からの支出は行わない

(夕 )食事代

・選手と同じ

中体連・中文連大会に準ずる大会

中体連・中文連主催の県大会を勝ち抜き、中体連 。中文連主催以外の関東・全国大会に出場

した場合は、前 1項 と同様の支出を行 う。

中体連 。中文連主催以外の予選会を勝ち抜き、中体連・中文連主催以外の関東・全国大会に

出場した場合は役員会で協議のうえ、お祝い金として一人あたり 5,000円 を選手(エ ントリ

ー 効

人数分支給することができる。

美術部・科学部・青年の主張・英語スピーチコンテス ト等については、必要に応じて役員会

で協議のうえ決定する。

(2)

ア

イ

ウ

第 6条 全国大会出場に当たつては、祝い金として団体出場の場合、出場する部に対して 30,000円

を支給する。また、個人出場の場合は一人 5,000円 を支給する。



第7条

(1)

(2)

(3

(4

第 8条

附 則

第 6章  本助成金の精算等

本助成金の支出・精算等は、以下のとおり行 うこととする。

本助成金は、予算書に基づき大会参力日前に支給する。

大会終了後、速やかに精算処理を行 う。

宿泊費、タクシー代の経費は、必ず領収書を添付する。左記以外は、大会出場の部活動

顧問より支払証明の提出を受ける。

各種団体からの祝い金・補助等は、原則、全額本助成金会計に繰 り入れる。

本助成金は、大会出発前に全額支給するが、後日、中体連・中文連・宇都宮市・栃木県

等から支給される補助金等は、全額本助成金会計に繰 り入れるものとする。

第 7章  本助成金の支出に係る特例

本助成金の残高に余裕があり、助成に問題がないと判断できる場合で、本会の目的を達

成するために必要と認められたときは、役員会で協議のうえ、他会計に必要資金を振り

替えることができる。

本規程は、平成 27年 4月 1日 より施行する。

令和 3年 4月 28日 規程改正

令和 5年  4月 28日 一部改正

令和 6年  4月 26日 一部改正



宇都宮市立雀宮中学校手をつなぐ親の会規約

第 1章  総    則

第 1条  この会は、宇都宮市立雀宮中学校 手をつなぐ親の会という。

第 2条 この会は、特別な配慮を要する子どもたちの教育の振興と充実を図り、あわせて卒業後の社会

的自立を援助することを目的とする。

第 3条 この会は、前条 2の 目的を達成するために次の活動を行 う。

1 特別支援教育に対する理解と協力を得るための啓発。

2 関係諸機関との連絡を密にし、本教育の質的向上。

3 子どもたちの職業補導等の援助。

4 その他本会の目的を達成するために必要な活動。

第 2章  会 貝

第 4条

第 5条

この会は、本会の趣旨に賛同する会員をもつて組織する。

この会の役員は、次のとおりとする。

会長 1名・副会長 2名・会計 1名・監査 2名 とする。

1 会長は、この会を代表し会務を総括する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代行する。

3 監査は、会務及び経理を監督する。

4 会計は会の経理にあたる。

第 6条 会長・副会長・監査はPTA役員が兼ねる。

会計は本校特別支援学級担任が行 う。

第 7条 役員の任期は 1年とし再任を妨げない。

第 3章  会 議

第 3条 この会議は、総会・役員会の 2種 とし、総会は年 1回開催、必要に応じて臨時に開催すること

ができる。

第 4章  会     計

第 9条 この会の経費は、会費・その他の収入をもつて充てる。会費は、年額 1口 300円 とする。

但し、日数に制限はないものとする。

第 10条 この会の会計年度は毎年 4月 1日 に始まり翌年 3月 31日 に終わる。

第 5章  附    則

第 ■ 条 この会の事務所は、宇都宮市雀の宮 7丁 目28番 16号

宇都宮市立雀宮中学校内におく。 8028-653-0379・ 7479

第 12条 この規約の改正は、総会の議決を経なければならない。

第 13条 この規約は、昭和 57年 4月 24日 より施行する。

平成 10年 5月  1日改正



雀宮中学校PTA個人情報取扱規程

第 1章 目 的

第 1条 この規程は、個人情報の取り扱いについて雀官中学校PTAの遵守すべき義務を定めること

により、本会が保有する個人情報の適正な取扱いと活動の円滑を図り、個人の権利・利益を

保護することを目的とする。

第 2章 定 義

第 2条 この規程における用語の定義は、次の各号に定めるところによる

(1)個 人情報

生存する個人に関する情報であつて、当該情報に含まれる氏名、生年月 日その他の記述等

(文書、図画若 しくは電磁的記録に記載され、もしくは記録され、又は音声、動作その他

の方法を用いて表された一切の事項)に より特定の個人を識別することができるもの (他

の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができること

となるもの を含む)をい う。

(2) 個人情報データベース

特定の個人情報について、コンピュータを用いて検索することができるように体系的に構

成 した個人情報を含む情報の集合物、又はコンピュータを用いていない場合であつても、

紙媒体で処理 した個人情報を一定の規則にしたがつて整理又は分類 し、特定の個人情報を

容易に検索することができる状態においているものをいう。

(3)本 人

個人情報から識別 され、又は識別され得る個人をいう。

第 3章 責 務

第 3条 本会は、個人情報保護に関する法令を遵守すると共に、あらゆるPTA活動において個人情

報の保護に努めるものとする。

第 4章 管 理 者

第4条 本会における個人情報データベースの管理者は、本会会長とする。

第 5章 取 扱 者

第5条 本会における個人情報データベースの取扱者は、本会役員及び理事とする。

第 6章 秘密保持義務・漏洩防止

第 6条
1 個人情報データベースの管理者・取扱者は、職務上知りうることができた個人情報をみだり

に他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職務を退いた後も同様とす

る。

2 個人情報データベースを漏えい等 (紛失を含む)したおそれがあることを把握した場合は、

直ちに管理者に報告するものとする。

第 7章 取得に際しての利用目的の通知等

第 7条

1 本会は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、

速やかにその利用目的を本人に通知し、又は公表しなければならない。

2 本会は、前項の規定にかかわらず、本人の個人情報を取得する場合は、あらかじめ、本人

に対し、その利用目的を明示するものとする。ただし、人の生命、身体又は財産の保護の

ために緊急に必要がある場合にはこの限りではない。

第 8章 利用目的

第 8条 取得した個人情報は、次の目的に沿つた利用を行う。

(1) PTA会費、共済掛金等の集金業務、管理業務

(2) 必要に応じた、連絡・依頼業務 (文書送付、配付含む)

(3) 役員及び理事 。会計監査・会員 。各専門部等の名簿の作成

(4) 役員及び理事選出並びに役員等の選考活動、その他のPTA活動

第 9章 利用目的による制限

第 9条 本会はあらかじめ会員の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の達成に必

要な範囲を超えて、個人情報を取り扱つてはならない。

第 10条

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

本会が取 り扱 う個人情報及び利用の同意については、本会会長に書面で提出された次の事

項に限定する。

会員氏名

生徒氏名

所属年組番号

電話番号

電子メール



第 10章 管 理

第 11条
1 個人情報は管理者又は取扱者が保管するものとし、道正に管理する。

2 本会は、情報の漏洩、滅失、毀損の防止その他の個人データの安全の管理のために必要かつ

道切な措置を講ずるものとする。
3 本会は、利用目的に関し保存する必要がなくなつた個人データを、管理者の立ち会いのも

とで、適正かつ速やかに廃葉又は削除する。

第 11章 保管および持ち出し等

第12条 個人情報データベース、個人情報を取り扱う電子機器等については、ウイルス対策ソフト

を入れるなど適切な状態で保管する。また、USBメ モリなどにより持ち出す場合は、電

子メールでの送付を含め、ファイルにパスワードをかけるなど道切に行う。

第 12章 第二者提供の制限

第 13条

第 15章 研 修

第 16条 本会は、個人情報データベースの取扱者に対して、定期的に、個人情報の取り扱いに関す

る留意事項について、必要な研修を実施するよう努めるものとする。

第 16章 苦情の処理

本会は、個人情報の取り扱いに関する者情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。

苦情対応の責任者は、会長とする。

附則 本規程は、令和 7年 4月 24日 より施行する。

第 17条
1

2

(1)

(2)

(3)

(4)

個人情報は次にあげる場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで第二者に提供しては

ならない。

法令に基づく場合

人の生命、身体または財産の保護のために必要な場合

公衆衛生の向上または児童の健全育成の推進に必要がある場合

国の機関もしくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行するこ

とに対して協力する必要がある場合

第 13章 第二者提供に関わる記録の作成等

第 14条 本会は、個人情報を第二者 (第 13条 1号から4号の場合を除く)

の項目について記録を作成し保存する。

(1) 第二者の氏名

(2) 提供する対象者の氏名

(3) 提供する情報の項目

(4) 対象者の同意を得ている旨

に提供したときは、次

第 14章 情報開示

第15条 本会は、本人から個人情報の開示、利用停止、追加、修正、削除を求められたときは、法

令に沿つてこれに応じる。



宇都宮市立雀宮中学校 PTA組織図

執行部役員

会計監査
専従事務

1.広く会員の声を聞き,学校との連携を図るために,PTA
機関誌を編集し発行する。

2.会の活動推進のため,正確な情報を収集し,迅速な広

報活動に努める。

1.会員の文化的教養を高めるため,諸研修を企画し,実

施する。

2.会員相互の親睦を深める。

1.生徒の検内外における事故防止や健全育成のために

教育環境及び美化整備に努める。

広報部

研修部

環境部

PTA事務局

事業部担当

会  長

総  務

1.学年独自の事業に関する事項を企画し,推進する。

2.学校行事及びPTA行事に協力する。

3.学校教育の向上に協力し,各学年の相互連絡を図

る。

刊.生徒の保健的環境整備に努める。

2.会員の体力増進や親睦を図るため,体育的技事業を

開催する。

1.保護者と学校の連絡を密にし,検内外における生徒

の事故防止や健全育成のための生活指導にあたる。

2.地域内の環境浄化に努める。

副 会 長

学校担当 (副検長)

1.会の企画立案運営にあたる

2.会の円滑化を図り,各部の連絡調整を行う。

3.各部,各学年PTA行事日学校行事に協力し,全体の推進日運営に努める。

4.理事会に提出する必要事項・事業の企画・予算案の査定・渉外に関する事項

校 長

学 校

PTA全体の事務

連絡を行い,会の

円滑化を図る。

2.PTA活 動の事業

に参加・協力する。

学年部

保健体育部

生活指導部



令和 7年度 PTA役 員 (案 )

関日 牧子生活指導都部長24

飯塚 典子広報部部長23

金親 友見保健体育部部長22

照山 愛研修部部長21

渡邊 久恵環境部部長20

金原 朋子学年部部長19

山崎 貴美代PTA会 計監査18

吉谷 美由紀PTA会 計監査17

芝 正憲PTA事 務局 (学校)16

相澤 ま り子PTA事 務局員15

林 人重子PTA事 務局員14

伊藤 梨菜PTA事 務局員13

高松 曜絵PTA事 務局員12

齋藤 茉里奈PTA事 務局員11

道木 佳代PTA事 務局員10

石川 有美PTA事 務局員9

阿久津 麻衣PTA副 会長8

永山 則彦PTA副 会長7

荻野 絵理香PTA副 会長6

古澤 笑香PTA副 会長5

外山 弓江PTA副 会長4

青秒
‐
, 正寛PTA副 会長3

杵渕 壮PTA副 会長 (学校 )2

杉山 文人PTA会 長1

氏 名役 職 名


